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平成２７年度第４回宇都宮市交通安全審議会会議録 

 

１ 日   時 平成２８年１月１２日（火）午後２時から午後３時３０分まで 

２ 場   所 宇都宮市役所 １４Ａ会議室 

３ 出 席 者 内藤委員，小平委員，村田委員，今井（政）委員，古池委員， 

長田委員，平野委員，鈴木委員，田村委員，大下委員， 

坂本委員，落合委員，五十嵐委員，板橋委員（代理髙木氏）， 

嶋田委員（代理谷氏），坂田委員（代理大澤氏） 

（欠席委員 金崎委員，神戸委員，小島委員，今井（キ）委員） 

オブザーバー 斎藤宇都宮中央警察署交通総務課企画係長， 

中田宇都宮東警察署交通総務課企画係長 

事 務 局 斎藤市民まちづくり部長，水沼市民まちづくり部次長，小杉市民まちづ

くり部副参事，大竹生活安心課長，秋元生活安心課長補佐，大貫生活安

心課副主幹，関谷生活安心課交通安全グループ係長，尾嶋生活安心課交

通安全グループ総括主査，髙久生活安心課交通安全グループ主任，伊藤

生活安心課交通安全グループ主事，土木管理課職員１名，学校健康課職

員１名 

４ 報 告 事 項 （１）第３回「宇都宮市交通安全審議会」意見概要及び対応について 

        （２）平成２７年の交通事故実績に基づく目標値の修正について 

５ 議   事 （１）活動指標の設定について 

（２）「（仮称）第１０次宇都宮市交通安全計画」（素案）について 

 

１ 開 会（午後２時） 

２ 報告事項 

（１）第３回「宇都宮市交通安全審議会」意見概要及び対応について 【別添資料１参照】 

・事務局から資料１に基づき第３回「宇都宮市交通安全審議会」意見概要及び対応に

ついて説明 

会 長   事務局からの説明について，ご質問，ご意見があればいただきたい。 

      （意見なし）  

（２）平成２７年の交通事故実績に基づく目標値の修正について 【別添資料２参照】 

・事務局から資料２に基づき平成２７年の交通事故実績に基づく目標値の修正につい

て説明 

会 長   国の平成２７年の交通事故実績は，前年と比較し０．１％増とほぼ横ばい状

態であったが，市でも実績に合わせて前回の目標値から修正したということで

ある。ご質問，ご意見があればいただきたい。 

      （意見なし）  

３ 議 事 

（１）活動指標の設定について 【別添資料３参照】 
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・事務局から資料３に基づき活動指標の設定について説明 

会 長   この計画の目標を達成するため，重点的に取り組む事業に活動指標を設定す

ることについて具体的にご説明いただいた。重点項目として上げている高校生，

子ども，高齢者などに対する交通安全啓発活動を推進していくということであ

る。ご質問等あればお伺いしたい。 

Ａ委員   資料３の１ページで，スケアードストレイト方式による交通安全教室につい

て記載があるが，これは高校生対象ということか。中学生に対しては実施しな

いのか。 

事務局   高校だけでなく，市内の各中学校においても３年間に１回を目標に開催して

いく。高校における開催数を指標としているが，括弧内に７７校と記載したも

のが中学校・高校を併せた開催数である。 

会 長   前回の審議会でも話に出たが，スケアードの開催にあたっては，生徒だけで

なく地域の高齢者などにも広く参加を呼びかけていただきたい。 

Ｂ委員   ２ページに子ども自転車免許事業についての記載があるが，自転車免許証が

欲しいと子どもに思わせるような啓発の仕方が大切であると思う。 

事務局   子ども自転車免許事業では，実技試験と学科試験を受けた小学４年生に対し，

個人の氏名を入れた自転車免許証を作成・交付している。子ども達には好評で，

喜んで受講していただいている。 

Ｂ委員   自転車免許証をもらったらそれで終わりではなく，その免許証を持って行く

と，何か特典やサービスが受けられるようなことは考えているか。 

事務局   自転車免許事業とは別になるが，現在，自転車ヘルメットを着用してお店に

行くとサービスを受けられるという事業を展開している。自転車の安全利用の

ためにはヘルメットの着用が非常に重要であることから，まずはそちらを拡大

していく方向で進めていきたいと考えている。 

会 長   これまで子ども自転車免許事業は小学４年生を対象に実施していたが，今後

は５・６年生に対しても振り返り学習を行うということで，より安全意識が高

まり，ルール遵守が定着していくと思う。 

Ｃ委員   指標の設定についてお伺いしたい。第９次計画では，成果指標と活動指標が

あったかと思う。今回示されているのは活動指標だが，成果指標は別に定める

のか。 

事務局   成果指標については，これまでの計画の流れを引き継いだ計画全体の指標の

ほか，横断的かつ重点的に取り組む視点である高齢者，自転車利用者，子ども

や高校生の交通事故発生件数を指標として定めている。 

Ｃ委員   資料４の４２ページに記載されているように，第９次計画では「自転車通行

実態調査における通行数に占める違反行為の割合」が成果指標となっていた。

近年道路交通法が改正され，自転車の安全利用についても関心が高まる中，こ

のような指標を第１０次計画に入れる必要はないのか。 

事務局   第１０次計画においては交通事故の発生件数を成果指標として設定するが，
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自転車通行実態調査についても引き続き経年的に実施していくことで，調査結

果を施策に反映させていきたいと考えている。 

 

（２）「（仮称）第１０次宇都宮市交通安全計画」（素案）について 【別添資料４・５参照】 

・事務局から資料４・５に基づき「（仮称）第１０次宇都宮市交通安全計画」（素案）

について説明 

会 長   資料５に基づき，素案の概要をご説明いただいた。何かご意見，ご質問等あ

れば伺いたい。 

Ｄ委員   第３章の横断的かつ重点的に取り組む視点で，高齢者の安全確保については，

「高齢者１０万人あたりの交通事故発生件数」が指標となっている。高齢者が

事故に遭う率を減少させることを目標としているのだろうが，ここだけ１０万

人あたりで考えると，他の指標とのずれが生じる上，実際の事故件数がわかり

にくくなってしまう。実数を併記するなど，指標を統一的なものにすると良い

のではないか。 

事務局   実数で高齢者の交通事故発生件数を考えると，平成２７年は６０８件，５年

後の推計は５８７件と，やや減少する見込みである。ただ，今後高齢化率が上

がり，高齢者人口自体が増えるので，実数ではなく割合で比較した方が施策の

効果がわかりやすいと考え，１０万人あたりでの指標を設定したところである。

子どもや高校生についても，１万人あたりなど，割合から指標を設定すること

も検討したが，こちらは人口変動があまりないことから実数で出させていただ

いた。 

Ｄ委員   考え方は理解できるが，全体の交通事故発生件数の目標値も１６００件以下

と実数で示している中で，高齢者だけが１０万人あたりの件数となっており，

わかりにくい。指標は統一的に実数で設定し，単位人口あたりの数値は参考と

して載せるなどすると良いのではないか。 

事務局   高齢者の事故件数については，１０万人あたりの数値に加え，実数を併記す

るよう修正させていただく。 

Ａ委員   高齢ドライバーによる事故が増えているが，その対策の一つとして，運転免

許証の返納が挙げられる。免許返納後，移動手段を確保するための支援制度を

充実させていくと良いのではないか。 

会 長   免許返納者への支援については全国的にも課題となっており，都市によって

支援の手厚さに違いがあるが，本市においてはいかがか。 

事務局   資料４の６７ページに記載している「高齢者外出支援事業」として，本市で

は高齢者にバスカードを交付している。市のホームページで免許返納と外出支

援事業のページをリンクさせているほか，交通安全教室で免許返納の話をする

際は外出支援事業も一緒に周知するようにしており，このような取組を引き続

き実施していきたいと考えている。 

   また，７８ページに記載したとおり，本市ではデマンド型の地域内交通の普
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及を図っており，自家用車がなくても外出しやすくなるような施策を推進して

いるところである。 

会 長   本市では，地域内交通や今後新たに導入するＬＲＴなど，公共交通全体のネ

ットワーク整備によって，高齢者が車を運転しなくても移動しやすい環境づく

りが先進的に進められていると思う。ＬＲＴについては本市にとって新たな交

通機関となるが，本計画においてどのように位置付けているのか。 

事務局   資料４の６６ページで「ＬＲＴの整備に合わせた交通安全教育の実施」とし

て，「成人に対する交通安全教育」の中に位置付けている。成人の部分に入れて

はいるが，実際には子どもから高齢者まですべての世代を対象に実施していく

予定である。 

Ｃ委員   ７３ページに反射材の着用についての記載があるが，高齢者中心の内容にな

っている。昨年のジュニア未来議会で，中高生が自分達で可愛いデザインの反

射材を作るという提案が出ていたが，そのような取組をこの部分に加えると内

容が充実すると思うが，いかがか。 

事務局   先般新聞でも報道していただいたが，高校生にリストバンド型の反射材を自

分好みにカスタマイズしてもらい，実際に使っていただくという取組を各高校

に働きかけながら進めているところである。この取組についても本編に盛り込

むよう修正していく。 

会 長   反射材については，高齢者に特化せず，すべての市民に対してという表現を

考えていただけると良い。Ｅ委員，子どもの交通安全についてご意見等あるか。 

Ｅ委員   職場の人と話していたとき，昔は横断歩道や信号機がついている公園があっ

て，そこに親子で行ったことが心に残っているという声があった。公共施設の

一角にそのようなものがあれば，遊びに行ったときに横断歩道を渡る練習など

ができるのではないかと思った。 

会 長   ヨーロッパにはそのような交通公園が結構あったと思う。 

Ｃ委員   市内では，雀宮南小学校の中にある。 

Ｄ委員   東京都大田区にある交通公園は，貸出用自転車が常備されており，子ども達

が交通ルールに従って遊べる施設になっているようだ。 

会 長   自転車事故は高校生の割合が高いが，高校生についてはいかがか。 

Ｆ委員   小学校・中学校で基本的な交通ルールを学んだ後，高校においても引き続き

交通安全教育を受けられる環境をつくっていただいていると思う。高校生に対

しては，将来的に社会人として独り立ちしていくということを見据えた交通ル

ールの教育が必要である。今後とも，交通安全に関する情報を提供していただ

きながら，各高校において，交通安全対策に積極的に取り組む体制づくりを進

めていきたいと思う。 

会 長   市の関わりが強い小中学校とは異なり，高校については県との連携が必要に

なってくると思う。県でも現在第１０次計画を作成しているところであるが，

どのような状況か。 
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Ｇ委員   県では今月２１日から，第１０次計画中間案のパブリックコメントをかける

予定である。市の計画の活動指標には，ドライブレコーダーや自転車シミュレ

ーターを活用した交通安全教室など，県と市が連携して実施する事業を取り入

れていただいており，今後は更にその連携を強めていきたいと考えている。 

会 長   高齢者や障がい者については，何かご意見等あるか。 

Ｈ委員   高齢者については，それぞれの老人クラブで交通安全教室を開催している。

今年度私が参加した教室では，スタントマンによる事故の再現映像などを見せ

ていただき，大変効果的な内容だったと思う。参加者は５０人程だったが，参

加できない方も結構いたので，そのような人をどうするかが問題だと感じた。 

会 長   教室に参加する高齢者は意識が高いが，教室に参加しない人が問題である。

このことについては前にも議論になったが，民生委員に協力していただくなど，

様々な手立てを併用してやっていくことが必要だと思う。 

Ｉ委員   先日中途障がいについての講習会があり，そこでも免許返納の話が出ていた。

昨年度から，障がい者手帳を持っている人は地域内交通が半額で利用できるよ

うになったが，地域内交通やバスが活用されることで，免許返納を考える障が

い者が多くなってきたように感じる。 

Ｊ委員   県で実施しているしあわせ高齢ドライバースクールに，交通安全推進協議会

から年に９名程参加させていただいているが，これまで運転に自信があった方

も新たな気付きがあるようで，良い経験になったと非常に好評である。 

Ｇ委員   県全体で１００名募集しており，各自治体の割り当ては５名～１０名程度と

なっている。ツインリンク茂木で高齢ドライバーに実際に運転してもらい，イ

ンストラクターから直接指導していただくという事業である。更に，運転後は

ドライブレコーダーの映像を基にした採点や診断が行われ，具体的なアドバイ

スをいただける。教習所を卒業するとそのように指導していただく機会がない

ので，運転歴が長いドライバーの方からも好評である。 

会 長   受けたい人が多くいるのではないかと思うが，参加費はとっているのか。 

Ｇ委員   受講料については県で負担しており，参加者からは教材代の５００円のみい

ただいている。 

会 長   高齢ドライバーの安全教育については，免許更新時に行われる高齢者講習も，

高齢ドライバーが全員受講することになっており，効果があると思う。 

Ｋ委員   栃木県の女性ドライバーのマナーが悪いとよく言われるので，毎年各地区の

集まりで話をするようにしている。以前は安全運転の競技大会などもあったの

だが，現在は実施しておらず，残念である。女性ドライバーのマナーが悪いと

言われなくなるよう，安全運転を心がけたいと思う。 

Ｌ委員   交通指導の立哨時，信号が黄色でも止まらない女性ドライバーがいるので，

車が通り過ぎてから子ども達を横断させるように注意している。また，夜間に

高齢者が歩いていることを危ないと感じている。地域で老人会を通し反射材の

タスキを配布する予定である。 



 - 6 -

Ｋ委員   手に巻くリストバンド型の反射材なども出ている。最近は反射材を付けてラ

ンニングや散歩をしている人をよく見るようになったが，とても良いことだと

思う。 

会 長   交通安全協会で免許更新時にＬＥＤ付きの反射材を配付している場合もある

ので，そういったものを活用していただくと安全性が増すと思う。 

Ｂ委員   大学生などは，自転車のペダルが重くなるのを嫌がってライトを点けない人

が多いのではないかと思うが，最近では技術が進歩して，小中学生が乗ってい

るような新しい自転車は走ったとき自動的にライトが点くようになっている。

できるだけそのような自転車を利用するよう誘導していけると良いのではない

か。 

会 長   乗るとライトが点く自転車が増えてきている。無灯火は違反であることから，

是非警察の方でも無灯火に対する注意や啓発をお願いしたい。 

Ｍ委員   中高生が乗っているシティサイクルは自動点灯のものが増えているが，大学

生はスポーツバイクに乗っている人も多く，無灯火も見受けられるので，指導

を徹底していきたい。 

本市の交通事故データについては，大学の方で直近４年分の整理がほぼ終わ

ったところである。平成１４年頃からのデータが揃ったので，今後分析に入れ

ば，交通事故多発地点や交通事故の傾向が見えてくると思う。 

また，計画素案については基本的な方針等は問題ないと思うが，成人に対す

る交通安全教育の部分に，大規模事業所や関係団体における取組などについて

も入れると良いのではないかと感じた。 

会 長   実際に職場で実施しているところもあるかもしれない。確かに事業所におけ

る安全教育は効果が高いように思う。 

事務局   事業者向けの対策について，盛り込む方向で資料を修正させていただく。 

会 長   自転車のまち推進協議会では，企業に社員の自転車通勤を推進してもらうこ

とを検討している。似たような観点で，交通安全の推進を企業ベースで行って

いただくことも必要ではないかと思う。 

Ｃ委員   大手の事業所には安全衛生委員会などがあり，所管の警察署とやり取りをし

たり，自主的に事故数等を管理したりしているところが多いと思う。そのよう

なことも踏まえて支援のあり方を検討した方が良い。 

事務局   事業所が加入している安全運転管理者協議会などとも連携しながら，交通安

全にかかる取組を推進していきたい。 

会 長   今後の流れとして，素案の修正については私にご一任いただければと思う。

修正した素案で２月頃パブリックコメントをかけ，市民の皆さんのご意見をい

ただくという方向で進めていきたい。 

他に意見が無ければ，本日の会議は終了とする。 
４ 閉 会（午後３時３０分） 


